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一
九
二
○
年
は
日
本
で
は
じ
め
て
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
人
口
・
社
会
統
計
お
よ
び
統
計
学
の
進
展
の

う
え
で
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
国
勢
調
査
は
「
社
会
に
関
す
る
『
基
本
資
料
」
を
生
産
す
る
方
法
と
し

て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
先
進
国
に
お
い
て
は
概
ね
前
世
紀
か
ら
既
に
大
規
模
に
之
を
施
行
し
来
っ
て
ゐ
た
が
、
我
国
に
お
い
て

（
Ⅱ
）

も
先
覚
者
の
間
に
は
そ
の
必
要
を
唱
道
す
ろ
も
の
多
」
か
つ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
八
九
六
年
に
河
合

利
安
が
「
国
勢
調
査
の
急
務
」
ｓ
統
計
集
誌
』
一
八
四
号
）
と
主
張
し
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
「
唱
道
」
で
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
う
け
て
一
九
○
三
年
十
二
月
一
日
、
国
勢
調
査
に
関
す
る
法
律
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
第
二
条
に
は
「
国

勢
調
査
ノ
範
囲
、
方
法
…
…
其
ノ
他
必
要
ノ
事
項
ハ
別
一
一
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
条
に
は
「
第
一
回
国
勢
調
査

ヲ
行
フ
ベ
キ
時
期
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
あ
り
、
た
だ
ち
に
実
施
の
体
制
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
調
査
が
全
国
的

な
一
大
事
業
で
あ
り
、
ま
た
日
露
戦
争
、
第
一
次
大
戦
が
あ
い
つ
ぐ
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
一
九
一
○

年
、
国
勢
調
査
準
備
会
が
組
織
さ
れ
、
国
勢
調
査
の
範
囲
な
ど
が
決
議
さ
れ
て
以
降
そ
の
準
備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
一
九

一
八
年
五
月
に
国
勢
調
査
評
議
会
が
設
置
さ
れ
て
、
二
年
後
の
国
勢
調
査
に
の
ぞ
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
制
定
後
か
ら
こ
こ

に
い
た
る
ま
で
の
一
五
年
間
に
わ
た
る
空
白
は
、
こ
の
時
期
が
日
本
資
本
主
義
の
確
立
ｌ
独
占
段
階
へ
の
移
行
と
い
う
重
要
な
時
期
で
あ

っ
た
た
め
に
、
研
究
の
面
か
ら
考
え
て
も
き
わ
め
て
残
念
な
事
態
で
あ
っ
た
。

一
九
二
○
年
以
前
の
労
働
統
計
に
つ
い
て

(-）
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国
勢
調
査
が
基
本
資
料
で
あ
っ
た
た
め
に
、
統
計
研
究
者
の
様
々
な
期
待
が
そ
れ
に
集
ま
っ
た
。
当
時
す
で
に
高
野
岩
三
郎
は
代
表
的

な
統
計
学
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
「
国
勢
調
査
問
題
も
い
よ
い
よ
時
機
到
来
」
、
「
広
く
我
社
会
全
体
の
為
め
、
我
学
術
一
般
の
為
め
歓
喜

（
２
）

に
蝋
へ
ぬ
も
の
」
と
そ
れ
を
お
お
い
に
歓
迎
し
て
い
る
。
つ
づ
い
て
「
国
勢
調
査
の
効
益
」
と
し
て
次
の
四
点
を
掲
げ
て
い
る
の
で
す
こ

し
耳
を
か
た
む
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
先
づ
第
一
の
効
益
は
現
在
の
我
人
口
統
計
を
是
正
し
、
補
充
し
て
、
我
社
会
状
態
並
に
経

（
３
）

済
組
織
の
現
況
を
判
明
な
ら
し
む
る
の
利
益
で
」
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
く
に
「
本
邦
現
時
の
社
会
的
分
業
組
織
の
状
態
は
吾
々
の
未
だ

（
４
）

知
ら
ざ
る
所
」
で
、
「
鉱
夫
或
は
工
場
職
工
或
は
鉄
道
従
業
員
と
一
五
ふ
が
如
き
、
個
々
の
労
働
者
に
関
す
る
統
計
」
、
「
農
エ
商
業
の
事
業

主
の
数
、
役
員
使
用
人
事
務
員
の
数
」
、
「
農
エ
商
等
の
生
産
業
を
本
業
と
す
る
も
の
と
の
関
係
如
何
」
、
「
男
女
別
年
令
別
に
よ
る
職
業
状

態
」
、
ま
た
「
田
舎
か
ら
都
会
へ
、
小
都
会
か
ら
大
都
会
へ
と
、
所
謂
国
内
移
住
の
盛
ん
に
行
は
る
る
現
代
に
在
っ
て
、
如
何
な
る
職
業

の
如
何
な
る
地
位
の
如
何
な
る
種
類
の
人
口
が
、
何
れ
の
地
方
よ
り
如
何
な
る
職
業
如
何
な
る
地
位
を
途
ふ
て
、
何
れ
の
地
方
へ
向
て
転

（
６
）

々
移
動
す
る
か
」
な
ど
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
「
第
一
一
の
重
大
な
る
効
益
は
他
種
の
統
計
の
利
用
上
に
与
ふ
る
の

（
５
）

利
益
」
で
、
「
現
存
の
所
謂
人
口
静
態
統
計
が
精
確
な
ら
ざ
る
」
点
な
ど
を
補
充
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
第
一
二
の
効
益

は
国
民
を
統
計
的
大
調
査
に
慣
熟
せ
し
む
る
と
い
ふ
教
育
的
価
値
」
、
「
第
四
の
効
益
と
し
て
寵
事
上
の
利
益
…
…
即
ち
一
朝
事
あ
り
、
所

（
７
）

謂
工
場
動
員
を
行
ふ
が
如
き
際
に
方
り
：
．
…
有
力
の
参
考
資
料
」
と
な
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
と
く
に
第
一
の
効
益
と
し
て
高
野
が
具

体
的
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
逆
説
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
方
而
の
体
系
的
な
資
料
が
一
九
二
○
年
以
前
に
は
欠
除
し
て
い

こ
の
点
に
つ
い
て
高
野
岩
三
郎
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
も
う
す
こ
し
専
門
的
に
あ
る
い
は
自
己
の
主
張
を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て

い
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
第
一
回
国
勢
調
査
を
前
に
し
た
時
期
の
「
労
働
統
計
と
国
勢
調
査
」
と
題
す
る
講
演
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
高
野
は
「
労
働
統
計
を
通
じ
て
労
働
問
題
を
研
究
し
た
い
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
「
此
の
調
交
に
当
る
者
並
に
其
の
調
査
の
目
的
物（
８
）

と
な
っ
て
調
査
さ
る
ろ
方
の
方
面
ｌ
各
方
面
に
於
て
正
確
な
る
事
実
を
獲
る
と
い
ふ
目
的
の
為
に
辻
〈
肋
と
い
う
事
が
必
要
な
の
で
あ
る
」

た
わ
け
で
あ
る
。
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と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
の
考
え
で
は
労
働
統
計
は
所
謂
労
働
問
題
解
決
の
為
に
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
…
…
私
は
労
働
問

題
の
解
決
の
方
法
は
我
国
に
於
て
も
又
欧
羅
巴
に
於
て
も
労
働
組
合
と
い
ふ
も
の
を
中
心
に
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
年
来
の

（
９
）

主
義
で
」
あ
る
と
労
働
統
計
の
利
用
目
的
を
も
明
確
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
時
は
じ
ま
る
国
勢
調
査
は
労
働
統
計
の
基
本
的
な
も
の
で

あ
る
と
し
そ
の
協
力
を
訴
え
て
い
る
。
と
く
に
調
査
事
項
中
に
職
業
が
あ
り
、
「
職
業
の
事
柄
は
労
働
者
問
題
と
い
ふ
事
に
非
常
に
関
係

（
、
）

を
持
っ
て
居
る
」
と
し
、
そ
の
調
査
の
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
「
国
民
の
職
業
別
及
び
其
の
職
業
内
に
於
て
如
何
な
る
地
位
を
持

っ
て
従
業
し
て
居
る
か
、
即
ち
事
業
主
的
の
地
位
か
、
或
は
使
用
人
役
員
的
の
地
位
に
於
て
在
る
か
、
若
く
は
普
通
の
労
働
者
的
の
地
位

に
於
て
在
る
か
、
専
門
家
の
言
葉
で
は
『
職
業
内
に
於
け
る
地
位
」
と
い
ふ
言
葉
を
以
て
言
現
は
し
て
居
り
ま
す
が
、
此
の
職
業
内
の
地

（
皿
）

位
と
い
ふ
こ
と
も
職
業
別
の
中
に
含
め
て
調
べ
る
事
に
な
っ
て
居
る
」
、
「
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
家
の
側
か
ら
で
も
、
雇
主
の
側
か
ら
で

も
、
或
は
労
働
者
の
側
か
ら
で
も
、
兎
に
角
此
の
労
働
問
題
を
解
決
し
て
行
か
う
と
い
ふ
上
に
於
て
、
第
一
に
最
も
重
要
な
る
材
料
が
国

（
砲
）

勢
調
査
の
結
果
と
し
て
挙
っ
て
来
る
と
い
ふ
事
に
な
る
」
。
以
上
は
国
勢
調
査
の
重
要
性
に
関
す
る
説
得
力
の
あ
る
発
一
一
一
一
口
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
勢
調
査
あ
る
い
は
そ
こ
に
お
け
る
労
働
統
計
の
意
義
を
筆
者
が
専
門
と
す
る
日
本
経
済
史
研
究
の
側
か
ら
み
る
と
す
る

と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
戦
前
日
本
資
本
主
義
の
確
立
期
の
研
究
水
準
は
そ
の
確
立
の
主
指
標
を
「
⑪
『
中
間
的
利

害
の
基
本
的
消
滅
』
、
②
全
般
的
過
剰
生
産
恐
慌
の
本
格
的
発
生
、
③
資
本
対
労
働
の
敵
対
関
係
の
本
格
的
成
立
Ⅱ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

（
胴
）

の
成
立
」
の
一
二
つ
に
も
と
め
、
砿
立
の
終
了
時
期
を
日
露
戦
争
終
了
直
後
に
置
く
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
す
る
と
す
く
な
く

と
も
労
働
統
計
な
ど
を
材
料
と
し
て
、
資
本
家
、
労
働
者
数
、
そ
の
産
業
別
柵
成
と
い
っ
た
基
本
的
数
量
の
確
認
が
当
然
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
と
こ
ろ
が
か
ん
じ
ん
の
日
露
戦
後
期
に
は
こ
う
し
た
労
働
統
計
の
類
の
全
国
的
な
精
密
な
る
資
料
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
一
九
二

○
年
の
国
勢
調
査
結
果
か
ら
推
計
す
る
と
い
う
も
ど
か
し
さ
の
み
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
立
派
な
労
働
統
計
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
日
本
資
本
主
義
確
立
期
の
資
本
・
賃
労
働
の
数
的
関
係
、
あ
る
い
は
階
級
櫛

成
、
ま
た
労
働
実
態
に
関
す
る
研
究
を
放
棄
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
部
分
的
で
は
あ
っ
て
も
か
な
り
貴
重
な
資
料
も
現
存
し
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ま
ず
官
庁
・
地
方
団
体
の
統
計
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
は
第
一
回
が
一
八
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
、
一
八
八
○
年
頃
か
ら
各
年
次
の
資
料
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
労
働
統
計
に
属
す
る
部
分
は
き
わ
め
て
す
ぐ
な
い
。
官
庁
統
計
の
な
か
で
基
本
的
な
位
置
を
し
め
る
も
の
は
腱
商
務
省
の
「
工
場
統

計
表
」
、
『
農
商
務
統
計
表
』
、
『
本
邦
鉱
業
ノ
趨
勢
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
に
詳
細
な
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

（
ｕ
）

こ
で
は
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
め
る
。
と
く
に
参
考
と
な
る
の
は
『
工
場
統
計
表
』
と
「
本
邦
鉱
業
の
趨
勢
』
で
あ
る
が
、
前
者
は
一
九
○

九
年
以
降
の
調
査
結
果
に
関
し
て
整
備
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
一
九
二
○
年
迄
五
年
毎
し
か
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
男
女
別
労
働
者

数
、
平
均
労
働
時
間
、
平
均
賃
金
と
い
っ
た
調
査
項
目
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
府
県
別
の
デ
ー
タ
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
後
者

は
鉱
業
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
’
九
○
五
年
以
降
毎
年
次
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
調
査
項
目
は
『
工
場
統
計

表
」
の
項
目
に
鉱
夫
の
死
傷
・
扶
助
統
計
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
府
県
別
の
資
料
と
い
う
点
で
は
各
府
県
が
発
行
し
て
い
る
『

府
県
統
計
書
』
類
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
初
年
よ
り
全
府
県
で
ま
と
め
た
諸
統
計
を
収
め
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
す
べ
て
を
手
元
に

置
い
て
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
府
県
の
間
に
統
計
項
目
に
差
異
が
あ
る
。
一
方
、
明
治
初
年
以
降
同
一
の
府
県
で
も
項
目
に

移
動
が
見
え
る
。
そ
こ
で
石
川
県
の
例
だ
け
を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
石
川
県
統
計
書
』
と
し
て
は
一
八
八
三
年
以
降
毎
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
載
内
容
、
体
裁
な
ど
に
は
か
な
り
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
そ
れ
を
お
お
ざ
っ
ぱ
に
区
分
け
す
る
と
、
一
八
九
七
年
迄
、
一
九
○
六
年
迄
、
一
九
○
七
年
以
降
と
三
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
の
と
り
方
が
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
見
た
場
合
必
ず
し
も
後
の

て
い
る
。
そ
こ
で
日
本
資
本
主
義
確
立
期
の
研
究
の
厚
み
を
す
こ
し
で
も
増
し
、
高
野
の
い
う
労
働
問
題
の
所
在
を
若
干
で
も
探
る
意
味

で
、
一
九
二
○
年
以
前
の
労
働
統
計
類
に
つ
い
て
そ
の
資
料
の
整
理
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(二）
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統
計
ほ
ど
内
容
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
九
七
年
迄
は
工
業
・
工
場
に
関
す
る
統
計
は
ご
く
わ
ず
か
の
頁
数

し
か
さ
い
て
い
な
い
が
、
工
場
数
も
す
ぐ
な
か
っ
た
た
め
か
各
エ
場
毎
に
創
業
年
次
、
職
工
数
、
使
用
動
力
の
種
類
な
ど
の
記
載
が
あ

る
。
以
後
は
工
場
名
称
は
統
計
書
か
ら
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
他
郡
市
別
に
農
作
、
養
蚕
、
製
茶
な
ど
代
表
的
業
種

の
平
均
賃
金
表
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
一
八
九
八
年
’
一
九
○
六
年
迄
の
統
計
書
で
は
工
業
の
部
の
比
重
が
増
加
し
（
例
え
ば
一
九
○
五

年
は
全
体
の
一
割
の
頁
数
）
、
各
工
業
業
種
別
の
職
工
数
、
戸
数
、
そ
の
他
生
産
額
と
い
っ
た
基
本
的
資
料
は
ほ
ぼ
出
揃
う
。
ま
た
別
に
会

社
エ
場
の
部
が
独
立
し
、
そ
こ
に
お
け
る
職
工
数
、
賃
金
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
全
県
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
’
九
○

七
年
以
降
は
労
働
統
計
に
関
し
て
は
よ
り
詳
細
な
統
計
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
出
入
人
口
、
業
種
別
戸
数
が
記
載
さ
れ
、
人
口
（
労

働
力
）
移
動
の
状
態
や
業
種
別
人
口
構
成
が
判
明
す
る
。
ま
た
主
要
鉱
山
別
の
経
営
・
労
働
状
況
も
統
計
と
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

労
働
統
計
を
府
県
別
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
際
に
『
府
県
統
計
書
』
類
は
不
可
欠
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ

の
内
容
か
ら
考
え
て
前
記
の
全
国
的
資
料
の
補
助
的
材
料
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
ひ
と
く
ち
に
労
働
統
計
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
出
の
高
野

岩
三
郎
の
表
現
で
は
、
男
女
別
年
令
別
労
働
者
数
、
本
業
と
副
業
、
労
働
力
の
移
動
、
職
業
内
の
地
位
と
い
っ
た
も
の
が
ま
ず
考
え
ら
れ

る
。
別
の
論
文
で
、
高
野
は
労
働
統
計
の
内
容
を
労
働
者
人
口
に
関
す
る
統
計
、
労
働
市
場
に
関
す
る
統
計
、
労
働
条
件
（
賃
金
、
労
働

時
間
、
休
憩
、
休
日
そ
の
他
）
に
関
す
る
統
計
、
同
盟
罷
工
及
同
盟
解
雇
に
関
す
る
統
計
、
労
働
保
険
に
関
す
る
統
計
、
特
に
女
子
少
年

及
家
内
エ
業
の
労
働
者
に
関
す
る
統
計
、
労
働
者
の
衣
食
住
そ
の
他
の
生
活
状
態
に
関
す
る
統
計
、
労
働
者
の
組
合
に
関
す
る
統
計
の
八

こ
れ
ら
の
も
の
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
一
九
二
○
年
以
前
の
資
料
の
状
況
や
錐
者
の
関
心
か
ら
、
や
や
視
野
を
ひ
ろ
げ
る
部
分
も
含
め

て
労
働
統
計
を
次
の
五
つ
の
内
容
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
仙
は
基
本
的
な
労
働
者
の
数
的
統
計
で
、
そ
の
男
女
別
、

年
令
別
、
府
県
別
、
業
種
別
、
工
場
規
模
別
な
ど
の
統
計
が
含
ま
れ
る
。
②
は
労
働
条
件
あ
る
い
は
労
働
実
態
を
し
め
す
資
料
で
、
賃
金

（
鳩
）

つ
の
分
野
に
分
類
Ｉ
〕
て
い
る
。
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・
退
職
金
、
労
働
時
間
・
休
業
時
間
・
就
業
日
数
、
災
害
・
扶
助
統
計
、
共
済
組
織
や
労
働
者
の
健
康
状
態
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
③
は
労

働
者
の
生
活
実
態
で
生
計
費
、
居
住
条
件
、
あ
る
い
は
余
暇
生
活
に
関
す
る
統
計
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
③
は
労
働
者
の
移
動
な
ど
に
関

す
る
資
料
で
移
動
数
、
勤
続
年
数
、
失
業
者
数
、
雇
入
・
募
集
、
労
働
者
の
前
職
・
出
身
地
・
就
職
経
路
調
査
、
ま
た
出
稼
ぎ
・
副
業
調

査
な
ど
で
あ
る
。
⑤
は
労
働
組
合
、
組
織
率
、
労
働
争
議
に
関
す
る
統
計
で
あ
る
。
労
働
統
計
は
以
上
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
が
、
従
来
は
そ
の
中
で
⑪
②
を
重
視
し
、
②
の
矛
盾
の
表
現
と
し
て
⑤
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
理
解
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
本
稿

で
は
③
と
③
の
労
働
統
計
の
意
義
を
や
や
力
点
を
置
い
て
と
り
あ
げ
た
い
の
で
そ
れ
ら
は
次
節
に
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
③
②
あ
る
い
は
⑤
の
内
容
を
軽
視
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
⑪
②
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
○
年
以
前
は

前
述
し
た
官
庁
、
地
方
団
体
に
よ
る
よ
り
他
に
有
力
な
資
料
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
い
く
つ
か
例
外
的
に
そ
の
他
の
資
料
を
散
見
す

（
塙
）

ろ
の
で
、
そ
れ
を
ま
ず
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑩
の
業
種
別
統
計
に
該
当
す
る
も
の
の
な
か
か
ら
ひ
と
つ
、
『
全
国
製
糸
工
場
調
査
表
』
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
第
一
次
二
八
九

五
年
）
、
第
二
次
（
一
八
九
八
年
）
、
第
三
次
（
一
九
○
二
年
）
、
第
四
次
（
一
九
○
六
年
）
、
第
五
次
（
一
九
○
九
年
）
、
第
六
次
（
一
九

一
一
一
一
年
）
、
第
七
次
（
一
九
一
六
年
）
、
第
八
次
（
一
九
一
九
年
）
と
一
九
一
一
○
年
以
前
に
は
三
、
四
年
毎
に
八
冊
を
数
え
る
も
の
で
あ

（
両
）

ろ
。
こ
れ
は
『
工
場
統
計
表
』
の
補
足
的
資
料
で
あ
る
が
、
各
府
県
別
に
調
査
表
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
、
各
工
場
毎
に
工
女
数
、
経
営

規
模
、
営
業
日
数
、
生
産
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
工
場
規
模
別
に
労
働
統
計
を
作
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、

調
査
開
始
時
期
が
古
い
こ
と
、
調
査
項
目
の
移
動
が
す
ぐ
な
い
こ
と
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
利
用
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。

②
の
労
働
実
態
に
関
す
る
統
計
・
資
料
と
し
て
は
次
の
二
つ
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
鉱
山
労
働
者
に
特
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
労
働
実

態
を
し
め
す
も
の
で
「
鉱
夫
待
遇
事
例
」
（
一
九
○
八
年
刊
、
以
下
「
事
例
」
と
略
）
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
（
一
九
一
三
年
刊
、
以
下
「
概

要
」
と
略
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
い
ず
れ
も
農
商
務
省
鉱
山
局
の
資
料
で
、
「
事
例
」
は
一
九
○
五
年
、
「
概
要
」
は
一
九
二
年
の
調
査

結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
両
資
料
の
目
次
を
比
較
す
る
と
若
干
の
入
れ
か
え
な
ど
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
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お
も
な
も
の
を
掲
げ
る
と
、
鉱
夫
の
員
数
、
移
動
お
よ
び
勤
続
、
労
働
時
間
、
賃
金
、
居
住
の
状
態
、
日
用
品
の
供
給
、
出
役
奨
励
、
貯

金
、
娯
楽
慰
安
の
施
設
、
教
育
制
度
、
救
伽
・
扶
助
、
診
察
制
度
と
鉱
夫
の
健
康
状
態
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
も
っ
と
も
す
す
ん
だ
労
働
統
計
資
料
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
が
鉱
山

別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
す
で
に
労
働
統
計
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
関
し
て
の
認
識
が
調
査
す
る
側
に
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
他
業
種
に
関
す
る
同
じ
よ
う
な
全
国
的
規
模
の
資
料
が
な
い
。
逆
に
い
え
ば
何
故
鉱
山
労
働
に
の

み
労
働
統
計
が
と
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
で
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
ご
く
常
識
的
に
鉱
山
労
働
の
労
働
条
件
の
き
わ

め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
証
明
と
し
て
理
解
し
、
一
方
エ
場
法
施
行
の
お
く
れ
の
問
題
と
も
関
係
づ
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

鉱
山
業
以
外
の
資
料
と
し
て
、
つ
ぎ
に
『
職
工
事
情
」
（
農
商
務
省
商
工
局
、
一
九
○
三
年
刊
）
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
「
職
エ
事
情
』

の
成
立
の
背
景
に
は
工
場
法
を
め
ぐ
る
官
僚
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
動
向
が
あ
る
。
一
八
九
八
年
、
農
商
務
省
が
第
三
回
の
農
商
工
高
等

会
議
に
工
場
法
案
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
尚
早
論
な
ど
の
反
対
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
妥
協
と
し
て
職
工
の
労
働
実
態

（
そ
れ
が
工
場
法
の
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
の
）
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
『
職
工
事
情
』
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資

料
の
作
成
経
過
や
調
査
に
横
山
源
之
助
な
ど
の
有
能
な
調
査
マ
ン
を
配
し
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
資
料
的
価
値
は
高
い
。

『
職
工
事
情
」
は
大
き
く
み
る
と
三
部
構
成
、
す
な
わ
ち
綿
糸
紡
績
・
生
糸
、
織
物
の
繊
維
関
係
の
職
工
羽
情
、
鉄
工
・
硝
子
・
セ
メ

ン
ト
・
燐
寸
・
煙
草
・
印
刷
・
製
綿
・
組
物
・
電
球
・
燐
寸
軸
木
・
刷
子
・
花
莚
・
麦
桿
真
田
職
エ
事
情
、
そ
れ
に
附
録
の
各
部
分
で
あ

る
。
附
録
は
別
に
し
て
二
つ
の
職
工
事
情
を
く
ら
べ
る
と
、
後
者
よ
り
前
者
は
資
料
が
多
く
、
後
者
は
抽
出
調
査
結
果
で
あ
る
。
調
査
項

目
は
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
が
最
も
こ
ま
か
く
、
職
工
の
種
類
、
労
働
時
間
へ
徹
夜
業
、
雇
傭
、
賃
金
・
貯
金
、
賞
罰
・
監
督
、
衛
生
、
疾

病
負
傷
の
救
済
、
教
育
、
住
居
、
風
紀
の
十
一
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
職
工
事
情
の
主
要
項
目
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
労
働
統

計
の
項
目
と
し
て
は
前
出
の
「
事
例
」
「
概
要
」
に
劣
ら
な
い
が
、
資
料
の
量
は
圧
倒
的
に
『
職
工
事
情
』
が
す
ぐ
な
い
。
こ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
業
種
の
全
国
的
な
労
働
統
計
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
時
期
の
ひ
と
つ
の
傾
向
と
し
て
う
け
と
め
る
べ
き
資
料
で
あ
ろ
う
。
し
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第１表1920年以前の家計調査一覧

調 名 実施年月｜期間｜調査方式査

東京に於ける二十職工家計調査

福岡県工場課の職工家計調査

月島労働者家計調査（略称｢月島調査｣）

東京および付近小学校教員家計調査

大阪市の生計調査

東京府工務課の職工生計状態に関する調査

京都市小学校教員生計調査

1916年５月

1917年８月

1919年１月

1919年１月

1919年６月

鵲|家雫式
”Ⅱ家計簿式

I胡|霞蝿
"

1919年11月

出典）権田保之助「本邦家計調査」（高野岩三郎編『本邦社会統計論』

改造社版経済学全集）より作成。

高
野
岩
三
郎
は
「
統
計
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
」
と
問
い
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
●

「
統
計
ハ
数
字
デ
ァ
ル
ト
申
シ
タ
ガ
、
更
二
尚
ホ
少
シ
ク
精
シ
ク
言
ヘ
パ
統
計
ハ
数
字
デ
ア

ル
ガ
、
観
察
ノ
結
果
ノ
数
字
デ
ァ
ル
、
観
察
ノ
結
果
ト
シ
テ
出
来
タ
数
字
デ
ナ
ヶ
レ
バ
統

（
畑
）

計
デ
ナ
イ
」
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
た
め
、
高
野
は
、
腿
商
務
省
関
係
の
諸

（
⑭
）

調
査
に
対
し
て
「
特
別
手
製
の
作
物
で
あ
る
と
し
て
誇
る
に
足
る
も
の
が
殆
ど
無
い
」
と

厳
し
く
評
価
し
た
の
で
あ
っ
た
。

統
計
は
観
察
の
結
果
の
数
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
高
野
が
み
ず
か
ら
実
践

し
た
最
初
の
統
計
調
査
は
「
東
京
二
於
ケ
ル
ニ
十
職
工
家
計
調
査
」
（
’
九
一
六
年
五
月
、
以

下
「
二
十
職
工
調
査
」
と
略
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
権
田
保
之
助

か
ら
「
我
国
に
於
け
る
近
代
的
家
計
調
査
の
臓
矢
」
で
、
「
徹
底
せ
る
学
的
態
度
を
透
徹
せ（
、
）

し
め
、
爾
後
続
々
と
し
て
行
は
れ
た
る
家
計
調
査
に
対
し
厳
乎
と
し
て
其
の
範
を
垂
れ
」

た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
権
田
は
高
野
の
直
弟
子
で
あ
り
、
調
査
協
力
者
で

も
あ
っ
た
の
で
や
や
オ
ー
バ
ー
な
表
現
で
は
あ
る
が
。
以
下
一
九
二
○
年
迄
の
家
計
調
査

を
一
覧
表
に
す
る
と
上
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

③
の
労
働
者
の
生
活
実
態
に
関
す
る
調
査
資
料
の
中
心
的
な
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
家
計

か
し
他
に
類
似
の
全
国
的
な
資
料
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
「
職
エ
事
情
』

の
資
料
価
値
の
高
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(三）
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月
島
調
査
は
一
九
一
八
年
二
月
に
そ
の
準
備
が
開
始
さ
れ
、
翌
一
月
よ
り
一
カ
年
間
に
実
態
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
は
、
一
九
一
一
一
年
五
月
に
内
務
省
衛
生
局
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
調
査
は
高
野
が
指
導
し
、
実
際
の
調
査
担
当
と

執
錐
は
権
田
保
之
助
、
山
名
義
鶴
、
星
野
鉄
男
の
三
名
が
あ
た
っ
た
。
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
そ
の
項
目
を
み
る
よ
り
調
査
報
告
の
目
次

を
み
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
そ
の
主
要
な
も
の
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
第
一
編
総
説
、
第
二
編
月
島
と
其
の
労
働
者
生
活
、
こ
の

各
章
は
月
島
の
地
理
・
沿
革
、
社
会
状
態
、
人
口
、
出
生
・
死
亡
、
結
婚
・
離
婚
、
工
場
と
労
働
者
、
労
働
者
の
家
族
形
態
、
家
計
、
職

と
な
っ
て
い
る
。

調
査
で
あ
る
。
こ
の
中
か
ら
「
二
十
職
工
調
査
」
と
「
月
島
調
査
」
の
ふ
た
つ
を
と
り
あ
げ
、
簡
単
に
解
説
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
二
十
職
工
調
査
」
が
諸
家
計
調
査
の
中
で
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
の
は
そ
の
方
法
が
後
の
調
査
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
「
其
ノ
ー
ハ
調
査
ノ
大
量
的
ト
ナ
レ
ル
コ
ト
」
、
「
其
ノ
ニ
ハ
調
査
期
間
ノ
箸
シ
ク
長
期
ト
ナ
レ
ル
コ
ト
」
、
「
其
ノ
ー
ー
ー
ハ
家
計
簿
式

（
釦
）

調
査
法
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
」
の
一
一
一
つ
を
調
査
方
法
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
推
察
で
き
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
調
査
区

（
窕
）

域
は
東
京
と
し
、
「
大
エ
、
左
官
卜
｜
玄
フ
ガ
如
キ
旧
来
ノ
職
エ
ト
機
械
工
、
電
気
職
エ
ト
ー
玄
フ
ガ
如
キ
新
式
ノ
職
エ
ト
ヲ
交
ヘ
テ
」
調
査

対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
世
帯
の
概
成
状
態
に
つ
い
て
は
、
「
少
キ
ー
失
セ
ズ
又
多
キ
｜
一
流
レ
ズ
、
且
家
族
以
外
二
異
分
子
ヲ
交
ヘ
ズ
シ

（
調
）

テ
単
純
ナ
ル
家
計
」
を
選
別
し
て
い
る
。
調
査
事
項
は
姓
名
、
続
柄
、
体
性
、
年
令
、
配
偶
関
係
、
職
業
で
、
家
計
簿
に
毎
日
、
収
支
を

明
細
に
記
入
さ
せ
る
と
い
う
調
査
方
式
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
繁
雑
な
調
査
を
引
受
け
る
有
志
者
を
集
め
る
の
に
苦
労
し
、

友
愛
会
に
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
従
来
の
家
計
調
査
に
は
み
ら
れ
な
い
新
方
法
で
「
本
調
査
を

（
割
）

以
て
我
が
国
に
於
け
る
紀
一
工
」
と
い
う
評
価
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
調
査
結
果
だ
け
で
は
あ
ま
り
多
く
の
結
論
は
導
き
出
し
に

（
電
）

く
い
。
例
え
ば
内
務
省
の
「
細
民
調
査
統
計
表
」
（
一
九
一
一
’
一
九
一
一
一
年
）
と
の
比
較
、
後
の
「
月
島
調
査
」
と
の
比
較
検
討
を
す

る
う
え
で
重
要
な
資
料
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

（
顕
）

そ
の
意
味
で
は
「
月
島
調
査
」
は
同
じ
く
高
野
の
指
導
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
さ
ら
に
前
進
し
た
も
の
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（
和
）

割
愛
す
る
。

「
月
島
調
査
」
が
成
立
し
た
背
景
に
は
第
一
次
大
戦
後
、
労
働
問
題
が
社
会
問
題
化
し
、
そ
の
解
決
が
ひ
ろ
く
も
と
め
ら
れ
る
と
い
う

事
情
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
高
野
な
り
の
労
働
調
査
・
統
計
に
た
い
す
る
問
題
意
識
が
発
揮
さ
れ
る
余
地
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
月

島
調
査
」
に
高
野
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
実
態
の
究
明
に
と
ど
ま
っ
て
、
「
労
働
者
の
消
費
生
活
上
の
要
求
の
摘
出
は
お
こ
な

（
帥
）

わ
れ
て
い
な
い
」
、
「
目
的
と
方
法
と
結
果
と
の
分
裂
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
は
た
し
か
に
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
労
働
調

（
ｍ
）

査
・
統
計
の
見
本
と
な
っ
た
こ
と
、
「
都
市
の
地
域
社
会
調
査
の
先
駆
と
な
っ
た
こ
と
」
を
重
視
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

最
後
に
③
の
労
働
力
の
移
動
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
⑤
の
労
働
運
動
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
述
し
て

業
と
出
生
・
死
亡
、
職
業
と
結
婚
・
離
婚
、
娯
楽
、
児
女
の
生
活
、
教
育
状
況
、
第
三
編
月
島
に
於
け
る
労
働
者
の
衛
生
状
態
、
各
章
は

死
亡
原
因
、
一
般
衛
生
、
小
学
生
の
身
体
検
査
、
労
働
者
の
身
体
検
査
、
栄
養
状
況
、
住
居
、
第
四
編
月
島
の
労
働
事
情
、
各
章
は
月
島

の
エ
場
及
職
場
、
機
械
工
場
・
製
缶
工
場
・
町
工
場
の
労
働
、
労
働
の
移
動
と
な
っ
て
い
る
。

「
月
島
調
査
」
は
労
働
調
査
・
統
計
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
お
そ
ら
く
当
時
と
し
て
は
ほ
ぼ
完
檗
な
調
査
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
れ
は
単
な
る
家
計
調
査
の
類
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
筆
者
の
整
理
し
た
労
働
統
計
の
内
容
で
言
う
と
、
②
、
③
を

中
心
に
い
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
の
中
に
労
働
者
の
娯
楽
と
い
っ
た
余
暇
に
か
か
わ
る
も
の
、
子
供
の
生
活
・
教

育
と
い
っ
た
労
働
力
の
再
生
産
に
あ
た
る
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
労
働
調
査
の
中
で
そ
の
余
暇
時
間
、
娯

楽
と
い
っ
た
面
ま
で
本
格
的
に
視
野
が
及
び
は
じ
め
た
の
は
こ
の
「
月
島
調
査
」
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
「
二
十
職
工
調
査
」
で
は
こ
の

（
訂
）

点
を
「
職
エ
ノ
所
得
ノ
大
部
分
ガ
生
活
ノ
必
存
二
投
ゼ
ー
フ
レ
テ
享
楽
著
侈
ヲ
願
ミ
ル
ノ
余
裕
二
頗
ル
欠
如
ス
ル
ノ
状
」
と
簡
単
に
片
付
け

て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
調
査
と
報
告
を
担
当
し
た
権
田
保
之
助
は
や
が
て
民
衆
娯
楽
問
題
を
一
九
一
○
年
代
末
か
ら
の
大
き
な
研
究
テ

（
餌
）

－
マ
と
し
て
研
究
し
つ
づ
け
て
い
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ま
た
労
働
調
査
の
重
要
項
目
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
大
阪
市
社
会
部
調
査
の
「

（
頚
）

余
暇
生
活
の
研
究
』
と
し
て
結
実
し
た
。
以
上
の
余
暇
、
娯
楽
問
題
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
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労
働
力
の
移
動
に
関
し
て
、
労
働
統
計
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
高
野
岩
三
郎
は
「
労
働
市
場
に
関
す
る
統
計
」
に
分
類
し
て
い
る
。
そ

の
中
に
は
職
業
紹
介
所
に
於
け
る
職
業
紹
介
の
調
査
と
、
労
働
市
場
の
景
況
と
の
関
係
で
失
業
者
の
調
査
の
二
点
を
中
心
と
し
て
考
え
て

い
る
。
し
か
し
「
以
上
の
二
が
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
外
に
尚
ほ
労
働
者
の
来
往
在
住
の
調
査
の
如
き
も
又
労
働
市
場
統
計
の
出

処
た
り
う
る
け
れ
ど
」
も
、
「
精
密
に
之
を
調
査
し
難
き
状
態
」
で
あ
る
と
し
、
高
野
は
労
働
力
移
動
の
資
料
の
欠
除
を
嘆
い
て
い
る
。

そ
こ
で
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
点
で
の
国
勢
調
査
へ
の
期
待
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

高
野
の
言
う
よ
う
な
精
密
な
る
調
査
が
な
い
と
し
て
も
、
労
働
力
移
動
の
労
働
統
計
に
お
け
る
重
要
性
に
は
か
わ
り
が
な
く
、
そ
れ
に

つ
い
て
多
少
な
り
と
も
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
窕
）

労
働
力
の
移
動
の
研
究
は
「
労
働
移
動
は
色
々
な
意
味
に
於
い
て
、
一
国
の
労
働
生
産
力
の
増
大
に
支
障
」
を
き
た
す
。
し
た
が
っ
て
移

動
防
止
の
た
め
に
な
ぜ
移
動
す
る
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
と
し
て
ひ
と
つ
は
成
り
立
ち
う
る
。
そ
れ
よ
り
こ
こ
で
は
労
働
者
は
ど
こ
か
ら

移
動
し
て
き
た
の
か
あ
る
い
は
労
働
者
の
出
自
、
前
職
、
ま
た
出
稼
労
働
か
否
か
と
い
う
方
面
か
ら
の
労
働
力
移
動
の
問
題
を
考
え
る
べ
き

（
銅
）

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
賃
労
働
の
質
を
具
体
的
に
判
定
す
る
意
味
で
も
不
可
欠
な
一
ナ
ー
マ
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
当
面

労
働
者
の
出
身
地
、
前
職
、
出
稼
労
働
の
実
態
、
労
働
力
の
移
動
経
路
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
項
目
と
し
て
あ
が
っ
て
く
る
。
た
し
か

に
こ
の
点
の
資
料
・
統
計
は
き
わ
め
て
す
ぐ
な
い
が
、
そ
の
な
か
か
ら
み
る
べ
き
も
の
を
次
の
三
点
だ
け
と
り
出
し
て
み
よ
う
。

も
っ
と
も
興
味
深
い
資
料
と
し
て
は
一
九
二
○
年
の
国
勢
調
査
直
前
の
調
査
結
果
で
あ
る
が
、
大
阪
市
社
会
部
「
雇
傭
関
係
成
立
前
の

〈
菰
）

事
情
」
（
『
労
働
調
査
報
』
ロ
』
第
九
輯
）
を
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
阪
在
住
の
労
働
者
七
五
六
名
の
出
身
地
（
そ
こ
で
の

世
帯
員
、
家
業
、
財
産
）
、
出
郷
理
由
、
前
職
、
大
阪
へ
の
来
住
経
過
（
転
居
回
数
）
、
就
職
の
経
路
と
非
常
に
詳
細
な
調
査
結
果
の
分
析

と
原
統
計
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
出
身
地
に
関
し
て
は
旧
調
査
結
果
（
年
次
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
年
か
同
年
の
も
の
、

た
だ
し
こ
ち
ら
の
調
査
数
は
八
三
、
四
八
六
名
と
大
規
模
で
あ
る
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
市
内
と
い
う
特
定
地
域
の
調
査
で
は
あ

（
羽
）

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
、
ソ
あ
げ
な
い
。
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ろ
が
、
国
勢
調
査
か
ら
も
判
明
し
な
い
点
ま
で
明
ら
か
に
で
き
る
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
な
か
で
も
出
身
地
か
ら
ど
の
よ
う

（
躯
）

な
場
所
と
職
業
を
経
て
、
大
阪
の
労
働
者
と
し
て
落
着
い
た
か
の
分
析
は
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
こ
の
資
料
か
ら
機
械
工
場
の
専
門
職
工

の
場
合
は
出
身
地
内
や
そ
れ
以
外
の
場
所
に
転
住
し
つ
つ
、
そ
こ
で
腕
を
み
が
き
技
術
を
修
得
し
て
大
都
市
に
来
往
し
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
以
外
の
職
工
は
出
身
地
か
ら
直
接
に
大
都
市
に
来
往
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
転
職
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
大
都
市
の
職
エ
の
前

職
は
職
工
か
そ
れ
に
近
い
職
種
が
圧
倒
的
で
、
都
市
雑
業
者
が
そ
の
ま
ま
職
エ
と
な
る
例
は
き
わ
め
て
す
ぐ
な
い
こ
と
、
な
ど
の
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
が
大
阪
だ
け
の
こ
と
か
こ
の
時
期
の
特
色
か
否
か
な
ど
今
後
の
検
討
に
ま
つ
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
多
い
。

こ
の
時
期
の
労
働
者
の
前
職
を
知
る
う
え
で
は
農
商
務
省
「
時
局
ノ
エ
場
及
職
エ
ニ
及
ホ
シ
タ
ル
影
響
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
次
大

戦
直
後
に
就
業
し
た
労
働
者
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
全
国
的
に
調
査
し
た
結
果
で
あ
る
の
で
、
前
資
料
と
比
較
す
る
材
料
と
も
な

る
。
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
意
味
で
、
主
要
な
個
所
を
次
の
第
二
表
と
し
て
整
理
し
て
み
た
。

璃
閣
鮒
顎
』
爲
〆
曝
露
騨
鵜
ｅ
磁
騨
雌
ｓ
彗
露

寵
（
驫
票
襲
窺
謝
穏
許
…
總
蝋
」
（
霞
欝
欝
Ｈ
副
巨
…
｜
）
営
寄
鰯
。

辱
一
顎
一
諦
暉
Ｈ
劇
【
｜
顎

一

驚

灘
Ｈ
淡
〔
｜
韻
二
鰯
Ｍ
Ｈ
観
【
｜
悪

四
ｃ
殖

時
醇
薗

鬮
汕
Ｈ
嘗
一
顎

鳶
Ｈ
筋

睡
一
函

劇
‐
Ｆ
〈
冨
一
窯
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く
わ
し
く
は
第
二
表
を
見
て
い
た
だ
く
し
か
な
い
が
、
第
一
次
大
戦
後
に
エ
場
労
働
者
と
な
っ
た
者
の
う
ち
四
割
は
農
民
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
う
ち
の
六
割
弱
の
一
○
万
は
衣
料
部
門
に
従
事
し
た
こ
と
、
機
械
エ
業
で
は
農
民
出
身
は
す
ぐ
な
く
、
同
業
種
職
エ
の
転
職
が

多
い
こ
と
な
ど
を
と
り
あ
え
ず
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
労
働
者
の
前
職
に
つ
い
て
の
全
国
的
な
資
料
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
お

い
て
他
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
最
後
に
補
足
的
に
な
る
が
、
出
稼
労
働
の
資
料
を
ひ
と
つ
紹

介
し
て
お
く
。
そ
れ
は
農
商
務
省
「
副
業
的
季
節
移
動
労
カ
ニ
関
ス
ル
調
査
」
（
一
九
一
七
年
か
ら
一
一
一
ヶ
年
間
の
調
査
結
果
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
可
成
副
業
的
一
一
シ
テ
而
モ
季
節
的
ノ
移
動
労
力
ノ
ミ
ヲ
褐
ク
ル
コ
ト
ニ
カ
メ
タ
ル
モ
、
製
糸
出
稼
、
紡
績
出
稼
等
」
の
「
此
ノ

ヘ
調
）

趣
】
曰
二
副
ハ
サ
ル
」
通
年
的
な
も
の
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
結
局
出
稼
ぎ
労
働
の
「
概
況
ヲ
知
ル
ノ
資
料
」
と
な
っ
て
い
ろ
。
そ
の
資
料

に
よ
る
と
出
稼
ぎ
の
中
で
、
や
は
農
業
者
が
全
体
の
約
七
割
と
圧
倒
的
に
多
く
、
一
九
一
七
年
で
は
一
四
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
三
分
の
二
弱
は
工
業
部
門
、
と
く
に
製
糸
・
紡
績
な
ど
の
衣
料
部
分
に
出
稼
ぎ
し
て
い
る
が
、
一
方
で
は
ほ
と
ん
ど
全
部
の
業
種
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
多
業
種
へ
出
稼
ぎ
と
し
て
出
郷
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
資
料
は
他
と
の
比
較
、
例
え
ば
前
資
料
（
第
二
表
）
と

（
佃
）

く
ら
べ
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
九
二
○
年
以
前
の
労
働
統
計
は
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
個
性
的
な
資
料
と
し
て
あ
る

程
度
の
量
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
ま
た
本
稿
で
は
そ
う
し
た
作
業
と
関
連
さ
せ
て
、
労
働
統
計
の
内
容
の
整
理
も
そ
れ
な

り
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
一
九
二
○
年
以
降
の
も
の
と
比
較
す
る
と
そ
れ
ら
は
質
的
に
も
鯉
的
に
も
不
充
分
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
今
後
も
こ
う
し
た
断
片
的
な
資
料
し
か
期
待
で
き
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
を
な
る
べ
く
多
く
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
統
計

と
し
て
適
正
な
位
置
づ
け
を
し
た
う
え
で
、
こ
の
時
期
の
賃
労
働
の
性
格
を
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
と
い
う
作
業
を
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
本
稿
が
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
一
九
七
九
一
月
一
二
日
成
稿
）
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⑬
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
産
業
革
命
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
上
巻
、
二
二
頁
。

⑭
塩
沢
君
夫
等
編
『
日
本
資
本
主
義
再
生
産
櫛
造
統
計
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
の
第
一
部
利
用
Ⅱ
分
析
熱
準
を
参
照
の
こ
と
。

⑮
．
Ｍ
高
野
岩
三
郎
の
労
働
統
計
に
関
す
る
体
系
的
な
考
え
方
は
、
「
労
働
問
題
と
労
働
統
計
」
（
『
統
計
集
鰭
』
第
四
六
一
号
）
の
論
文
の
中
に
し
め
さ

れ
て
い
る
。
三
頁
ほ
ど
の
短
い
論
文
で
あ
る
が
、
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
点
を
は
じ
め
と
し
て
高
野
の
労
働
統
計
思
想
に
つ
い
て
は
、
氏
原
正
治
郎
「

第
一
次
大
戦
後
の
労
働
調
査
と
『
余
暇
生
活
の
研
究
上
（
復
刻
版
『
余
暇
生
活
の
研
究
』
光
生
館
、
生
活
古
典
叢
書
８
の
解
税
と
し
て
所
収
）
を
参
照

す
る
こ
と
。
な
お
氏
原
の
注
記
（
『
統
計
染
誌
』
の
号
数
が
第
四
七
八
号
と
な
っ
て
い
る
）
は
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正
し
い
号
数
を
提
示
し
て
お
い
た
。

⑯
そ
れ
ら
の
資
料
の
一
部
分
は
『
職
工
お
よ
び
鉱
夫
調
査
』
（
光
生
館
、
生
活
古
典
叢
書
３
、
一
九
七
○
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
隅
谷
一
一
一

喜
男
の
解
説
も
参
照
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
資
料
と
し
て
『
日
本
労
働
運
動
史
料
」
（
労
働
運
動
史
料
委
員
会
編
、
一
九
六
三
’
六
八
年
）
の

中
の
労
働
者
の
状
態
に
関
す
る
史
料
（
一
九
二
○
年
以
前
は
第
一
’
一
一
一
巻
）
も
参
照
。

⑰
農
商
務
省
農
務
局
の
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
五
次
以
外
の
七
冊
は
『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
』
別
冊
岡
・
“
（
明
治
文
献
資
料

刊
行
会
、
’
九
七
○
年
）
に
所
収
。

⑬
高
野
岩
三
郎
『
統
計
学
研
究
』
（
大
倉
書
店
、
一
九
一
五
年
）
三
一
頁
。

⑫⑩（９）⑧（７）（６）（５）（４）
●

同⑪同高同同同同
前前野前前前前
、同、岩、、、、
二前二三一一一一

貢三畳學覺壼貢一Ｃ渕JｂＯ。。。

⑧
高
野
岩
三
郎
「
労
働
統
計
と
国
勢
調
査
」
（
『
救
済
研
究
』
第
八
巻
第
三
号
、
大
阪
府
社
会
課
内
救
済
事
業
研
究
会
編
、
一
九
一
九
年
三
月
）
一
九
頁
。

(7)（６）（５）（４）（８）（２）（１）註
同
前
、
九
頁
。

有
沢
広
巳
「
本
邦
人
口
統
計
論
」
（
高
野
岩
三
郎
縞
『
本
邦
社
会
統
計
論
』
改
造
社
版
経
済
学
全
集
、
第
五
二
巻
所
収
、
一
九
一
一
一
一
一
一
年
）
六
○
一
頁
。

高
野
岩
三
郎
「
国
勢
調
査
の
意
義
を
論
じ
て
国
民
の
注
意
を
促
が
す
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
一
一
一
月
号
、
所
収
）
二
頁
。

二
一
頁
。
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㈱
大
阪
市
役
所
『
労
働
調
査
報
告
』
（
復
刻
版
３
、
大
阪
都
市
協
会
、
一
九
七
六
年
）
所
収
。

倒
農
商
務
省
農
務
局
「
副
業
的
季
節
移
動
労
カ
ニ
関
ス
ル
調
査
」
（
一
九
二
二
年
刊
）
、
序
。

㈹
以
上
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
日
露
戦
後
の
都
市
化
と
労
働
力
の
移
動
」
を
参
照
。

６
偏
向
２
三
一
里

倒
拙
稿
「
日
本
帝
国
主
義
確
立
過
程
に
お
け
る
労
働
問
題
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
七
一
年
別
冊
特
集
）
を
参
考
に
し
て
ほ
し
い
・

㈱
藤
林
敬
一
一
一
「
吾
国
に
於
け
る
労
働
移
動
の
研
究
」
（
『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
一
一
一
五
巻
三
号
、
一
九
四
一
年
）
六
六
頁
。
そ
の
他
、
同
「
労
働
移
動
の
概

念
に
就
い
て
」
（
『
一
一
一
田
学
会
雑
誌
』
第
一
一
一
五
巻
一
一
号
）
も
あ
る
。

㈱
・
剛
と
の
点
に
関
す
る
理
論
と
実
証
は
、
拙
稿
「
日
露
戦
後
の
都
市
化
と
労
働
力
の
移
動
」
ｓ
日
本
史
研
究
』
第
二
○
○
号
、
日
本
史
研
究
会
、
一

剛
前
掲
、
関
谷
耕
一

剛
同
前
、
四
三
頁
。

剛
前
掲
、
権
田
保
之
助
「
本
邦
家
計
調
査
」
’
○
頁
。

㈱
津
田
真
激
『
日
本
の
都
市
下
層
社
会
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
年
）
を
参
照
す
る
こ
と
。

㈱
「
月
島
調
査
」
の
全
文
は
『
月
島
調
査
』
（
光
生
館
、
生
活
古
典
遊
瞥
６
、
一
九
七
○
年
）
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
同
書

の
解
説
、
関
谷
耕
一
「
高
野
岩
三
郎
と
月
島
調
査
」
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

剛
前
掲
「
東
京
一
一
於
ケ
ル
ニ
十
職
工
家
計
調
査
」
、
一
○
○
頁
。

㈱
そ
の
大
要
は
『
権
田
保
之
助
著
作
集
』
全
四
巻
（
文
和
香
房
、
一
九
七
四
’
五
年
）
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

鋤
前
掲
『
余
暇
生
活
の
研
究
』
を
参
照
。
な
お
大
阪
市
社
会
部
の
労
働
調
査
報
告
の
全
要
は
前
掲
氏
原
正
治
郎
解
説
に
紹
介
が
あ
る
・
ま
た
そ
の
全
報

告
は
大
阪
都
市
協
会
よ
り
現
在
復
刻
中
で
あ
る
。

剛
拙
稿
「
都
市
化
と
民
衆
運
動
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
灯
、
近
代
４
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

剛
前
掲
、
関
谷
耕
一
「
高
野
岩
三
郎
と
月
島
調
査
」
四
二
頁
。

⑲
前
掲
、
氏
原
正
治
郎
解
説
、
二
四
頁
。

脚
権
田
保
之
助
「
本
邦
家
計
調
査
」
（
前
掲
『
本
邦
社
会
統
計
論
』
所
収
）
八
’
九
頁
。

伽
「
東
京
一
一
於
ケ
ル
ニ
十
職
工
家
計
調
査
」
（
『
家
計
調
査
と
生
活
研
究
』
光
生
館
、
生
活
古
典
叢
書
７
、
’
九
七
一
年
）
九
一
頁
。

剛
・
㈱
同
前
、
九
二
頁
。

九
七
九
年
）
を
見
て
ほ
し
い
。



－６８－

策を共同して拒否していれば，それだけで，戦争政策以外のもっと広い政治的

領域での行動性が生まれてくるだろうと言うには，余りにも前提が不十分だっ

た。

1917年１月１８日以後，分裂という事態は動かしがたかった。それは何カ月か

後には必らずやってくるにちがいなかった。２月９日にＳＡＧは激をとばし，

｢党員猪君。我々にとって決定的な時がとうとうやってきた｣ｗと呼びかけた。

そこで初めて，すでにいたる所で生じている党の分裂という事実が，言葉の上

でもハッキリ表明された。プロイセンの地方議会の補欠選挙にも帝国議会のそ

れにも，二つの党がそれぞれの候補者を立てた。ブルジョア政党にとっては，

この労働運動の内部での争いはまさに有益なものであった。彼らは多数派社会

民主党の味方についた｡1４５

144．Ebd.，Ｓ１３３ｆｆ．なおこれは次の資料集の中にも復刻されている｡、D"ｍｅ"/ezO"‘
Mtz！〃iaJje”…．.（注13をみよ)，Ｂｄ、１，ｓS、549ff

l45・ポツダムでのリベラルとの選挙協力のビラを見よ。（Prager,Cesc〃iChle……（注３３
をみよ)，Ｓ137）

－１５９－
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うとしていたのではなかった。彼らが目指していたものは，この輝かしい伝統

をもった党を，再度，ラディカルな決議や力強く改革へと向かう実践をそなえ

た党として，復活させることであった。

厳密には，1914年８月の初めからその公認の党が歩んできた道とは，実践を

理論の基準にするというこの党に古くから備わっていた政策を延長してきたも

の以外の何物でもなかった。ただ1914年８月４日以後は，以前ならおそらく恥

かしそうになされていたような戦前の改良主義的行動が，綱領の中に大胆に持

ち込まれてくるといった違いはあった。そして城内平和の厳守という考え方の

裏には，「敵は我々の正当性のゆえに必らず滅びる」という考えが潜んでいた

のであり皿だから，第二インターの国際会議の決定や「ラディカル」なエルフ

ルト綱領に固執するようなものは誰でも，「－人二役」であるとか「分離派の

人間」であるとかと，レッテルをはられることになったのだった。

反対派は，先の党委員会の決議が公やけにされた後，声明を出し，次のよう
なことを言っていろ。

「反対派と決めつけられた党組織及び党員猪君に対し今後どのようにしてその権利を
守るか，また我々の主張の代表者達に対しどのようにしてその公的生活を保証するか，
という問題こそ，今後第一に決定されねばならない問題である。今はもう無駄にでき
る時間はない！それ故，党員同志諸君，党組織における我々の権利を守るために，我
々はしっかりと手を結び合わねばならない′〔……〕

党執行部とそのとりまき達は，民族的一社会主羨にその主義を変えてしまい，それ
によって政府と帝国主義的ブルジョア政党の追従者になり下った。我々はここに踏み
とどまる。世界平和とプロレタリアートの解放とのためのいわば前段階の闘いといえ
る世界大戦の間，変ることなくここに踏みとどまる｡｣'４３

新党の建設という問題は脇に置かれてしまった。ただちに，党執行部に反感

をいだいていた人すべてが，会合することになった。１月の全国会議でのディ

ットマンの結びの言葉から考えても，反対党の基盤はできるだけ大きくあるべ

きだった。だがこのことは他方で，この新しい集団の政治的立場を規定するも

のが，アンチ執行部という政策以外にはないということをも意味していた。

かれらのこうした行動の基礎が,単に党執行部の戦争政策によってlj力;与え
られていなかったが故に，この新しい組織が，戦後，非常に困難な危機に出会

わねばならなかったということは，避けがたいことであった。執行部の戦争政

143．”Parteigenossen"，ｉｎ：LejPzigFDm/bﾉﾉbsze""喝J9.24,Ｎr､１６(20.Januarl917)，
Ｓ、１．なおこれはPragerの前掲書（S、130）にも再録されている。

－１５８－
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れを非難したが，廟笑しか返ってこなかった。この党執行部から出された決議

案の採決は－両派の力関係を反映して－賛成２９．反対10という結果になっ

た。これは昔からの党からの除名であった。その結果，これは必然的に，すべ

ての地方組織における現実的な分裂を意味しなければならなかった。反対派が

多数であるような所での新しい党の建設か，それとも反対派が少数であるよう

な所での反対派の除名か，という問題である。この党委員会決議は次のように

言っている。

「党規律に敵対しいかなる民主主義をも潮笑するような分離派の連中の行為は，それ
につきもののあのいまわしい諸現象とともにこの党の混乱を増大させるという事態を
招いた。党の中にそれと異なる組織をつくったり，党の政策に反対してデモンストレ
ーションを用意したり，挙句の果てには，選挙に際して社会民主党の候補者に対して

対立候補を立てたりということは，アナルコサンジカリスト的な反対派とそれと結ん
だＳＡＧとの危険な行動のとどめようもない結果であった。党の中央機関紙（vb泥
zUdiｱﾉs）や他の新聞からポイコッされても,反対派はそれに恐れて反省するということ
がなかった。

今や労働共同体（SAG）の指導者達は，反対派の全国会議を召集することによって，
かれらの党破壊的な行為を完成させた。党の統一のため党の枠の中でなされたと言わ
れている彼らの行動は，それ故かれらの完全な不誠実さの中で,その仮面をかなぐり
捨てた。かれらは党執行部であるかのように振るまい，今年の１月７日に党のメンバ
ーと他の組織のメンバーとをベルリンに呼びよせたのである。〔……〕これは，我々
の党に反対して他の組織をつくるということであり，それ故労働共同体（SAG）のメ
ンバー及びその支持者達は，今や自分から我々の党と完全に手を切ったのである。こ
のように違った組織をつくりそれに所属するということと我々の党のメンバーである
ということとは，一致しない。それ故，党に忠実なすべてのメンバーにとっての課題
は，この党破壊分子の不誠実な二股膏薬に対して最後の一撃を加え，そして更に，と
の異端分子の分裂によって必要となった党員の拡大を勝ちとることである｡｣M２

こうした情況は（確かに若干の異議はあった,が－例えばカゥツキー),既存

の社会民主党とは別に，新しい「左派」の労働者党を創ることを不可避にした。

しかし事態がここまで進んでいたというのに，「左派」にはまだ迷いがあった

ことも確かである。そしてまた反対派の多くのものは，戦前の社会民主党の左

派の立場に立つことなど，望んでいなかった。ＳＡＧの指導者達が新しい党建

設のために努力していたことといえば－ここにおいて彼らはスパルタクス．

グループと区別されねばならないのだが－，「昔ながらの古い党」を彼らの

原理で再建しようとすることであった。決して新しくラディカルな党が生れよ

142．EbCfb，Ｓ、４１．
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すでに，議会における個人的な行動に対して厳しい処置をもって臨んでいたこ

とを考えるなら，その党執行部がこの会議に対し何の対抗措置もとらずに見す

ごすはずがない，ということは十分予想されるところであった。反対派たちは

執行部のやり方については良く知っていた。この会議の11日後の1917年１月１８

日党委員会が開かれ，そこでは党におけるこうした情況に如何に対処するかが

主要に問題となった。

7．反対派の追放

この党委員会は，党議長エーベルトによる党の状態への報告をもって始めら

れた。反対派の１月の全国会議も，先に見た如く，その出発点は同じであった。

エーベルトは，この－今はすでに決定的になってきた－分裂の責任を反対

派と「若干の奇人｣'ｄｏの側にのみ見，反対派に対し－彼らはその党委員会で

徹底的に躁鏑されたのだが－ただ彼らのみが，党と組織の原則を放棄したの

だといって非難した。そしてそれ以上のことを言う必要はなかった。結論はす

でに出ていた。

「労働共同体（SAG）とスパルタクスのもの達が，党全体の分裂という事態をすでに

つくり上げてしまった。我々はただ結論を柚き出しさえすればよい。（異議なし！）

私はこれが重大な結果をもつ文書であるということは認めている。しかし他に方法

はない。この責任は，戦争勃発以来，狂ったような頑迷さで党破壊を体系的に駆りた

ててきたＳＡＧにある。我々は党の統一を守るために全てのことをやってきた。しか

し我々の強い警告と示威は，しばしば，ただ潮笑と侮蔑をしか見い出さなかった。ス

パルタクスについて言うなら，彼らは分裂を望んでいるのだ。かれらは，かれらの決

定どおりその分裂を成就した。今は党全体のために行動することが肝要である。我々

と違う組織のための場所などこの党のどこにもないということが，党執行部の判断に

従ってハッキリと表明されねばならない。我々の党に所属する権利は，これらの党の
統一に危害を加えたもの達から剥奪された。（賛成′)。我々はこの立場に立ってこの

原則を断固として遂行しよう。そうすれば，－これを私はしっかりと確信している

が－我々は崩壊寸前のこの党を救えるであろう。かくして我々には，党と労働者階

級に対する我々の義務を果そうではないか。（熱狂的喝采)」Ｍ１

最早議論にはならなかった｡そして反対派は，かれらのテーゼを持ち出しそ

140．Ｂｍｏｈｏ〃”ｒＳｉにｗｇｄｂｓＰｔＪｒｌｅｉα"SSC"ｓｓｅｓａｍＤ”打誘jcZgbdｾ〃１８．〃"“'
１９１月ｏ、０．，◎.』.，Ｓ2.

141．ＥＭ５，Ｓ、７．
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されるようになったら，その時はただちに，我々は党を出るつもりである｡｣'3５

たとえこの言葉がスパルタクスの立場を十分に写し出すものではないにして

も，しかしここには，未来のＵＳＰＤの二つの極が，すでにハッキリと見てと

れる。第一のそれは，「まずなによりも党執行部に対する階級闘争」というこ

とであり，もう一つのそれは，昔の社会民主党の党綱領を現実化する闘いとそ

してそれ故理論・組織両面での改革抜きに戦前の社会民主党の言葉だけの急進

主義へと回帰する闘いということであった。この－厨乖離していく二つの考え

方は，互いにまさに対極に位置しつつ向かい合って立っていた。この会議の終

りに若干のグループから，幾通りかの相異なる決議案が出され，それについて

採決して欲しいとの要請があった。そこで行なわれた採決を見れば，ここに集

まったグループのそれぞれの力か見てとれる。（党指導部のために少しでも貢

献するようなことがあってはならないと，常に気を配っていた）スパルタクス

・グループの動議は34票，ポルヒャルトの決議案は７票，そしてリピンスキー

のそれは111票を，それぞれ集めた。'３６カウツキーによって起草された平和

宣言は，プラーガーによれば，満場一致で可決された｡｡３７ただしスパルタクス

ープントの新聞発表は，この満場一致ということについては否定していた。］３８

先に触れたアイヒホルンの筆記録の中には，この宣言のことは書かれていない。

これについては－ポルヒャルトの決議案も同様一本書の付録部分に原文の

まま再録してある。

反対派の人々は，この会議の席上で初めて，互いに知り合うこととなった。

彼らは，ディットマンがその結びの言葉の中で言っているように,｢我々は，共

同して前進できるような，特に社会民主党の執行部に対する闘いに関してなら

ば，今すぐにでもできるような｣｡3D多くの点を発見した。しかし，党執行部が

135．Ｅｂ`.，Ｓ、９４．

１３６．Ebd，Ｓ・ユユ1.

137．Pmger,ａｓc"jch/e……（注33をみよ)，Ｓ、129.

138．スパルタクス・グループがインターナショナルの政策という問題に対して,他のグル
ープとは異なる評価を主張したのは，彼らが，彼らなりの世界情勢の分析を行ない，
そしてドイツやインターナショナルの政策の中で何が今焦眉の問題なのかということ
について，かれらなりの価値判断をもっていたからである。これについてはＳｐａ戸
ノ＠℃"s,Ｎｒ、４．（April1917）の諸論評をみよ。（ｉｎ：⑰〃'ａｍｓ〃j日/５？……注40をみよ，
Ｂｄ、２，ＳＳ６５ｆｆ.)。またポルヒヤルトの声明，1917年１月10日にＬｅ功zigFr吻脆s-
zeim堰に載った声明にも彼らの特徴があらわされていろ｡(ＤＯＡ…“'ｅ卿極ハ化fe-
7idz！i2"……注13をみよ，Ｂｄ、１，ＳＳ５３１ｆ.）

139．Ｂｏ/oA0JJ……Ｇ７""“,995,”leimg……ZgJ7（注128をみよ)，Ｃｅ噸e”szz抑ｅｊｍｖｂ－
γ”２，ｓ、１１９．
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を出し，反対派の会合に対する党執行部のやり方に抗議した。彼はそこで次の

ように響いている。

「彼らの新聞の中では，党員同志逮の所有権の保証ということと並べて，議会での反
対派溌員の戦術であるとか，あるいは党規約や組織を擁護するための処罰であるとか，
といったものが問題にされている。であるなら，組織や規約に敵対し党を破壊させる
ような執行部の行動に対して，保繊措腿を講じるために会合を行なうことは，その目
的にそったものであることは明らかだろう｡｣13、

この会議には，７２の地区から157名の社会民主党員が出席し，その中には１９

名の国会議員も含まれていた。この157名の中で）３５名がスパルタクス・グル

ープを代表していた｡131との他に約25名の反対派の議員がいたが，かれらは党

規律の締めつけの前にしりごみし，これには加わらなかった。この会議につい

ては－ＵSPDの創立大会についてと同様一完全な発言記録は残されてい

ない。1921年になって，エミール・アイヒホルンが彼女の筆記録を出版してい
る｡…

この会議の議論は，ハーゼの「党の状態」についての報告をもって，始めら

れた。「反対派としてあるものはすべて，一緒に隊列を組む｣'a3べきである，

と彼は言ったが，しかし彼は，それによって古き社会民主党を「粉砕」するな

どということは，言ってはいなかった。そこで言われた主たる課題は，党内に

おいて少数派の意見を更に広く主張していくことと，党の内部での影響力を持

続させていくこととであった。これに対してエルンスト・マイヤー（インター

ナショナル派）は，「様々な国での各民族の自立した行動｣'型を要求した。彼

は，党執行部との決定的な闘いを望んでいた。彼にとっては，古い党の内部で

こうした闘いを更につづけるべきかどうかなどどいう問題は，二義的な意味し
かもたなかった｡

「党にいつまで所属するかという問題は，我々が党執行部との階級闘争を進めること

ができる限りでのみ，この党にとどまるということにつきてしまう。党内闘争が抑圧

130．Pmger,ＧＢＳＣ肱〃e……（注33を見よ)，ＳＳ、124f、

131．ＰｹｍｏｌＷﾉ……C減"ぬ廻幼arfe"dzg……zgz7(注128を見よ)，α"Ｂｉ"suz"ｅＫｂＤｑ/１９－
ア画ｌｚＤＳ、84.

132．注128参照。アイヒホルンがそれを根拠にしていたかも知れないようなオリジナルな
速妃録があるのかどうかは，不明である。

133.円⑰ｌｏｈ０ﾉﾉ……０７脚"`w"g田p”ねjmg……IgJ7(注128をみよ)，Ｃｅ…i"ｓａｍｅＫｂ'４/１９－
．．だ"ｚＤＳ８９、

134．ＥｂｄｂＤＳ、９３．
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そうこうするうちに，飢えから生じた最初のデモンストレーションが起きた。

では社会民主党内の反対派を全体として見た場合，彼らは少なくともこの時点

で，秘かに集まって共同行動を起こすための戦術を練ろうと相談することにな

っていたのだろうか。１月の初めに，反対派全体の合同会議が開かれた。そこ

には，レーデプーアやハーゼを中心とした「議会主義的」反対派の代表やスパ

ルタクスープントの代表ばかりでなく，他の二つのグループからも代表が派遣

されてきた。その一つはブレーメン左派であり，もう一つはユリアン・ポルヒ

ャルトにより発行されていた雑誌LjChjstmhJe〃のグループだった。もっと

もこの二つのグループは，ドイツにおける左派の運動にとって，なかでも

USPＤ組織の発展にとっては，殆ど意味をもっていなかった。

６６反対派の全国会蟻（1917年１月）

この会議への召集はＳＡＧによって出された。彼らは１月７日までにすべて

の反対派をベルリンでの全国会議に召喚したり自由な討論を保証するため，こ

の会議は，警察の監視のとどかない国会議事堂の中で開かれた。傍聴も新聞の

取材も許されなかった｡128党執行部は，1917年１月４のＶｂγ"ｸﾞγ/ｓに声明を出

し，その中でこの会議に対して次のような警告を発した。

「我々は以下のことを明らかにしなければならない。このような会議を準備すること

は，党全体の組織規約に対立するものであり，党の組織的な統一と相容れないもので
ある。党組織の会議への召染は，組織規約によって規定された特定の機関によっての

み，できることである。ここに召集されなかった党員同志達にとっては，党の組織な
りその手段というものが，ある特定のグループのためにあるように思われることにな
る。我々は党員同志諸君に対し，このような党破麹的な行動を支持しないようにと，

強く勧告する｡｣'2,

この最後通牒は－意識的に？－無視された。「召集されなかつたものた

ち」による党委員会開催の前兆があった。そこでハーゼとレーデプーアは声明

、8．nmDhoノノ鋤〃ａｊＧ随γAMJ”〃鍬探れぬＳｃ城"“》lgSp”/ｅｊｍｇ３ｄＥγＵＢＳ.Ｒ、､ＤＣ籾

６.ｂｉｓ８．Ａ"iJJ9I7j〃Ｇｏｊｈｎ，（の付録であるＢ〃icカノ鋤eｸﾞｺﾞｲ‘Ｃｅ加Ｂｉ"sα〃

Ｋ､砿”"ｚｄｅｒＡγbejjsg℃jooei猫ｃｈ城〃"。“r助”"ん郷国g)w”どひ､,加え〃””Ｊｇｚ７

ｉｊｚＢ〃！"）hrSg・vonEmilEichhom,VerlagSeebof，ＣＯ.，Berlin､ユ921,ｓ、８４．
１２９．１/ｂｍｊ"/sbJg、34,Ｎr、３（４Januarl917）
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組合という殺人的な罠を，力を合せてそれが引き裂かれるまで引っぱることは正当な
ことである。また愚弄された大衆のかれらの解放のためのこの苦しい闘いにおいて，

かれらと共に立ち，心の底から献身的に彼らを弁溌することは，正当なことである｡｣'2４

党からの脱退ではなく党の進路を変えること／こうした考え方がすでに

､ル"ｊ郷ｓ－Ｂ”sch"形の中には含まれている。そしてレーニンはそれを鋭く批判

した－かれがこのパンフレットに捧げた大きな共感にもかかわらず，彼はこ

う書いている。

、4"i"ｓはドイツ人達の『境遇』から完全に自由にはなっていない。左派の社会民
主党員でさえ，彼らは分裂を懸念し，それに怖れをもっているため，革命的なスロー
ガンを股後まで言い切ってはいない｡｣１２５

ローザ・ルクセンブルクにとって，これは二者択一的なものではなかった。

1918年12月になってもまだ，彼女はドイツ共産党（KPD）の設立に反対し,こ

れに強い疑問を表明することになるのである。かすかな予感として，彼女は，

プロレタリアート大衆からの党の孤立を予測していたのだった。

1916年の初めにはまだそこまではきていなかった。この年の３月に28の選挙

区からの代表によって，スパルタクスーグループの全国会議がもたれた｡]”「

主要原理」の中のいくつかの問題が，あらためて話し合われ，特にプロレタリ

ア的インターナショナルへの各国党の服従という問題に議論が集中した。なか

でもレーデプーアを中心とする反対派はこの立場に立つことを拒否した｡｡２７し

かしこうしている間にも，このグループに厳しい一撃が加えられた。その年，

このグループの最も著名な指導者達が，監禁あるいは保護検束という形で，次

々と自由を奪われてしまった。そしてその年の終り頃には，ローザ・ルクセン

ブルク，カール・リープクネヒト，フランツ・メーリンク，クララ・ツェトキ

ン，ユリアン・カールスキー，エルンスト・マイヤー等々が，政治活動ができ

ないようにさせられていた。

124．Gracchus,”DeroffeneBrief……“（注46を見よ)，Ｓ525.

125．V616LemIin，”UberdieJunius-Broschnre",ｉｎ：Ｗ・LLenin,Ｓ”ｊｌｉｃｈｅＷｂ雄F，
einzigevomLenin-InstitutinMoskauautorisierteAuSgabe，msDeutsche
Ubertragennachder2｡，ｅｌｇ･ｕｎｄＴｅｖ･mssisChenAuSg.，Ｂｄ･ＸＩＸ、

126．mBerichtUbereineReichs-BeSprechung“ｉｎ：ＺｈｊｒＰｅ滝､"/jche〃ノＤｖｂｍｍｊｍ"，
Ｎr6171(30.Mtirz1916)，ｉｎ：Ｓ､”/αﾙwsbjRi2/b……(鰹Oを見よ)，ＳＳ、94-98(DDR-
Ausg.,ＳＳ,n34ff.）

127．〃/uusjが〃jeGeSCAjbAZe……（注16をみよ)，Ｓ、１３７．
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